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研究成果の概要（和文）：本研究では、旧東ドイツスポーツ関係者によって出された自叙伝的著

作(2001-2007 年)の分析を中心に、彼らが東ドイツスポーツ及びその周辺について語ろうする

ものを検討した。結果、この時期の著作では、1998 年以前の著作と比べて、東ドイツスポーツ

のネガティブな側面への言及が少ないことなどが明らかになった。再統一後のドイツにおける

東ドイツ、東ドイツスポーツなどに対する不条理な扱いなどが反映しているように考えられる。 
 
研究成果の概要（英文）：This study investigated the discourse of the persons concerned 

with former DDR-sports on DDR-Sports and the matter related to DDR-sports through 

analyzing their autobiographic writings (2001-2007). It became clear that their 

autobiographic writings during this period referred less to the negative aspects of 

DDR-sport as compared with a decade ago (1990-1998). It seemed that unjust treatments 

to DDR and DDR-sports after German reunificaition influenced the change of their 

discourses.  
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１． 研究開始当初の背景 

 
ドイツ連邦共和国（以下、1990 年以前は

西ドイツ、以後はドイツと表記）では、1990
年のドイツ統合後、「東ドイツのスポーツと
は何であったのか？」「東ドイツのスポーツ
を近代ドイツスポーツ史にどのように位置

づけるのか？」ということを明確にするため
に、東ドイツスポーツ史の再構成が企図され
てきた。東ドイツ時代に書かれた教条主義的
なスポーツ史叙述に対する懐疑があったか
らである。間もなく資料集も出版されたが、
史料的な限界のため、ソビエト統治期及び東
ドイツにおけるスポーツの包括的あるいは
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詳細な像は提示されないでいた。1990 年代後
半になってようやく、ポツダム大学等を中心
として進められた東ドイツスポーツ史に関
する研究がまとまった成果として出された。
その成果の一つが「ドイツにおけるスポーツ
の発展シリーズ」全４巻である。その中の一
つ旧西ドイツの Spitzerらによって編纂され
た『東ドイツスポーツの鍵となる文書：オリ
ジナルな史料によるスポーツ史的概観』
（1998 年）は、その名の通りオリジナルな史
料を用い、東ドイツスポーツの発展を転換期
を中心に跡づけ、その輪郭を明確にするもの
であった。同書では、ソビエト占領権力、後
には東ドイツのスポーツ独占者による伝統
的なフェラインの禁止とスポーツ諸組織の
政治的支配、党によるスポーツ支配を確実に
したメカニズム、シュタージ、ドーピング、
内密の競技スポーツの助成、ディナモや軍隊
スポーツなどの分派、サッカーの偏重など、
主に東ドイツスポーツのネガティブな側面
に焦点があてられている。 

その後、東ドイツスポーツ史を新しく如何
なる形で叙述しようとするかに関する論議
が 1999 年に「スポーツの社会・現代史」誌
に掲載された Bussらの論文を巡って生じた。
この論議の焦点の一つは、東ドイツスポーツ
史再構成への東ドイツスポーツ関係者の関
与をどこまで認めるかであろう。このことは
現代史研究における悩ましい問題であるが、
今後の研究の方向性を見極めるためにも、
我々は東ドイツスポーツ関係者の考えや主
張を蔑ろにせず、また知る必要があると思わ
れる。 

このような動向を意識しつつ、本研究は、
ドイツ統合から現在までに旧東ドイツスポ
ーツ関係者によって出された自叙伝的著作
の分析を中心に、彼らが東ドイツスポーツ及
びその周辺について語ろうとしたものを検
討するものである。国家崩壊後批判に晒され
た当事者による著作の取り扱いには注意を
要するが、東ドイツ時代には語られることの
なかった言説は、今後東ドイツスポーツ史を
考えるうえで示唆を与えるものであろう。 

東ドイツスポーツ史の再構成に際して、東
ドイツスポーツ関係者の関与をどこまで認
めるかという論議は今後も続くと思われる
が、東ドイツが消滅し、しばらく時を経たい
ま、社会主義の模範といわれ、スポーツ分野
でも世界の注目を集めた「東ドイツのスポー
ツとは何であったのか」という問題をネガテ
ィブな側面だけに偏らず冷静に分析できる
チャンスが生み出されているように思われ
る。我々は公開されつつある公文書の分析と
ともに、主観性や虚構性などに留意しつつ自
叙伝著作や時代の証言者の声にも耳を傾け、
慎重に時間をかけて東ドイツスポーツ史研
究を進めるべきではなかろうか。 

これらの言説の分析によって、社会主義国
家であった東ドイツの社会やスポーツを理
解するための様々な手懸かりを得ることが
予想される。それはまた、東ドイツのスポー
ツについて、公文書を史料として用い、主に
政策史的な研究をしてきた筆者にとっても、
今後の研究の方向性を見極めるうえで重要
な研究となる。 
 
２.研究の目的 
 
わが国においても、東ドイツスポーツ史研

究は十分には進んでいない。例えば、現代ド
イツスポーツ史研究の代表的な著作である
高津勝の『現代ドイツスポーツ史研究序説』
（1996 年）においても、ソビエト占領地区、
東ドイツ、ドイツ統一にかかわるスポーツ史
的事実が視野の外に置かれている。また、ド
イツ統合後の代表的文献である藤井政則の
『スポーツの崩壊－旧東ドイツのスポーツ
の悲劇－』(1998 年）は、東ドイツスポーツ
の歪んだ民主集中制やシュタージとの関係
などを明らかにし、我々に多くの示唆を与え
るものであるが、これらの自伝的著作につい
ては触れられていない。 
このようなわが国の研究状況も踏まえ、研

究期間内ではまず、ドイツ統合後から現在ま
でに、自叙伝的著作などで、旧東ドイツスポ
ーツ関係者が東ドイツスポーツ及びその周
辺の何について多く論じているのか、それを
どのように論じているのかを明らかにし、先
行研究や同時期の研究との比較のうえで、そ
の特徴について検討する。また、可能な限り
著者達へのインタビューも試みる。現代史研
究におけるインタビューの必要性を感じて
いるからであり、インタビューを通じて著作
の内容がより豊かに理解できると考えたか
らである。 
 
３.研究の方法 
 
筆者は、すでに旧東ドイツスポーツ関係者

の自叙伝的著作について、ドイツ統合後から
1998年までに出された主な5冊の自叙伝的著
作を中心に検討してきたので（旧東ドイツス
ポーツが語る東ドイツスポーツ-自叙伝的著
作(1990-1998 年)の分析を中心に-、スポーツ
史研究、第 21 号、2008 年、45～55 頁）、期
間内では、それを発展させる方向で研究を進
める。自叙伝的著作については、主に 1999
年から科研費による研究を開始した 2007 年
までの著作を収集し、分析する。著作の選定
に関しては海外研究協力者であるドイツの
Buss 博士、Teipel 博士、旧東ドイツの
Wonnneberger 博士の援助を得た。本研究では
次の著作を用いた。1) Schur,G,A., Täve. Die 
Autobiographie. Gustav-Adolf-Schur 



 

 

erzählt sein Leben. Berlin 2001. 2) 
Geipel,I., VERLORENE SPIELE. Journal 
eines Doping-Prozesses. Berlin 2001．3) 
Hettrich, H., SPORT -MEINE GROSSE LIEBE. 
Berlin 2004. 4) Rogalski, N., Qualifiziert 
und ausgemustert. Wie ich die DHfK erlebte. 
Leipzig 2005. 5) Ampler, K.,Mein Leben für 
den Radsport. AUTOBIOGRAPHIE. Gotha 2005. 
6) Huhn, K,U.,Mein drittes Leben. Berlin 
2007. 7) Recknagel, H.,Eine Frage der 
Haltung. Erinnerungen. Berlin 2007. 

インタビューについては、旧東ドイツスポ
ーツ関係者が高齢であることなどの理由か
ら、そのコンタクトは困難を極めたが、
Wonneberger 博士の紹介を受け、Hettrich 氏
と Huhn 氏へインタビューを行うこととなっ
た。 

本研究は、外国スポーツ史の再構成を目指
すものであり、実際に現地で研究活動に従事
している海外研究協力者と情報を交換しな
がら研究の質を高めていくことが重要であ
る。先の Teichler 博士、 Buss 博士、
Wonneberger 博士は現代ドイツスポーツ史を
専門としているので、メールを通じ、様々な
助言を得た。研究を遂行する上で不明な点、
見落としている点、ドイツにおける資料収集、
研究調査のための紹介などである。 
 
４．研究成果 
 
1.各著作の著者と概要  

本研究で検討したそれぞれの著作の著者
と概要は以下の通りである。                
① Schur,G,A., 『 Täve. 自 伝 、

Gustave-Adolf-Schur がその人生を語る』
2001 年：東ドイツスポーツ界最大のスター
（自転車の名選手）であり、ドイツ統合後も
含め長く政治（1958－1990 年東ドイツ人民議
会議員、1998－2002 年ドイツ連邦議会議員）
にもかかわった Schur（1931 年生まれ）がそ
の 70 年の歳月を綴った自伝。②Geipel,I., 
『見失われた競技：あるドーピング訴訟日
誌』2001 年：東ドイツの世界的な女子陸上リ
レー選手であった作家 Geipel（1960 年生ま
れ）が、東ドイツ女性アスリート達のドーピ
ング訴訟・結果をスケッチ、補完した書。                 
③Hettrich, H., 『スポーツ－私の大きな
愛』2004 年：表舞台に出ることなく東ドイツ
で大衆スポーツに長く携わったスポーツ幹
部 Hettrich（1932 年生まれ）がその人生と
スポーツへのかかわりを綴った書。④
Rogalski, N., 『資格を付与されたが、不適
格となる：私はどのようにドイツ体育大学を
過ごしたか？』2005 年：家具職人から出発し、
ドイツ体育大学（Deutsche Hochschule für 
Körperkultur、以下、DHfK と表記）労農学部
で大学進学資格を取得し、大学へ進み、東ド

イ ツ の ス ポ ー ツ 科 学 に 長 く 携 わ っ た
Rogalski（1935 年生まれ）が人生と DHfK の
状況を綴った書。⑤Ampler, K., 『自転車の
ための私の人生．自伝』2005 年：自転車の名
選手 Ampler（1940 年生まれ）は、引退後 DHfK
で学んだ後、トレーナーとして長く自転車競
技にかかわり続けた。同書では主に東ドイツ
自転車競技の発展が跡づけられている。⑥
Huhn, K,U., 『私の第三の人生』2007 年：ド
イツ社会主義統一党（以下、SED と表記）の
機関紙“Neues Deutschland”紙のスポーツ
チーフであった Huhn（1928 年生まれ）は、
変革後、出版社（Spotless-Verlag）を立ち
上げ、自らも筆をとっている。同書では変革
後のドイツの状況と彼の歩みが記されてい
る。⑦Recknagel, H., 『姿勢の問題．思い
出』2007 年：スカンジナビア人以外で初めて
スキージャンプ競技のオリンピック勝者
（1960 年スコー・バレー冬季大会）となった
Recknagel（1937 年生まれ）は、通常の有名
選手とは異なり、引退後は獣医として働く一
方で、NOC 委員（1970－1990 年）や国際審判
として長くスポーツにもかかわり続けた。同
書は彼のスポーツへのかかわりを中心とし
た自伝である。              
1990 年から 1998 年までの自叙伝的著作と

比較すると、2001 年から 2007 年までの時期
の著作の特徴の一つは、この時期には男子選
手（自転車、スキージャンプ）の著作がある
ことや大衆スポーツやスポーツ科学の専門
家の著作があることなど、その著者の東ドイ
ツ時代の職業が多様であることである。        
2.東ドイツスポーツ及びその周辺に関する
叙述                    
ここでは、主に 2001－2007 年に出された

自叙伝的著作において東ドイツスポーツ及
びその周辺について多く述べられているこ
とを 1998 年以前の著作と比較検討した。 
①競技スポーツ：1)競技スポーツの諸相：こ
れらの著作からは従来明らかにされていな
い東ドイツの自転車競技、スキージャンプ競
技などの実態が窺える。なかでも Schur が述
べる自転車競技のスポーツ組織や選手選抜
の 様 子 、 例 え ば 、 ス ポ ー ツ 共 同 体
(Sportgemeinshaft、以下、SG と表記)の優れ
た 選 手 を 特 定 の 職 場 ス ポ ー ツ 共 同 体
（Betriebssportgemeinshaft、以下、BSG と
表記）に集める、周回自転車レースでは同じ
業種の BSG の選手を集めてスポーツ団体
(Sportvereinigung)として出場する、自転車
競技の国内拠点を定める、優れた選手を学生
とし、スポーツクラブ(Sportclub)に入れる
などからは、東ドイツスポーツの初期段階の
様子が従来よりも具体的に窺える。2)競技力
の向上をもたらしたものと阻害したもの：従
来になく向上をもたらしたものとして述べ
られていることは、東ドイツにおける早期か



 

 

らのスポーツ医師の養成とその知識の一般
医師への伝達、表彰・報酬制度、古い世代の
経験の伝達、BSG におけるトレーナーの活動
などである。他方、従来になく向上を阻害し
たものとして述べられていることは、国内製
の用具、国内の練習環境、海外での練習や試
合の不足、選手に対する物質的刺激のなさ、
トレーニング方法の停滞などである。3)競技
スポーツの問題：従来になく述べられている
ことは、選手への過度の期待や圧力、
Honecker 時代に生じた表彰や勲章の洪水な
どである。 
②大衆スポーツ：1)大衆スポーツ軽視への反
論：競技スポーツに対し従来から指摘されて
きた東ドイツの大衆スポーツに遅れについ
て、Hettrich は SG や BSG おけるスポーツの
組織化や活動を具体的に述べ、そのような指
摘は事実と異なると反論している。また、イ
ンタビューにおいて、Hettrich は、東ドイツ
の SG には自治体や企業など様々な形態あっ
たことや、大きな企業の SG が財政的に豊か
であり、東ドイツの国家的崩壊寸前まで多く
の種目で数多くの競技会を実施していたこ
となど、我々が今まであまり知ることのなか
った事柄を語った（2009 年 12 月のインタビ
ュー）。ただ、Hettrich の叙述には注意を要
する箇所もある。例えば、Hettrich は東ドイ
ツにおいて安い会費でヨットへの情熱を追
求し、オリンピックで活躍する選手がでたこ
とを述べているが、東ドイツにおいてどの種
目でも誰もがこのような状況にあったと理
解することは難しいように思われる。とりわ
け、1970 年以降、東ドイツでは促進するスポ
ーツ種目が限定され、促進種目から外れた種
目は衰微していったからである。2)大衆スポ
ーツを支えたもの：Hettrich は新しいスポー
ツ運動を支えたものは党中央委員会の決定
ではなく、様々な人々の意志による活動であ
ったと述べ、Schur はボランティアの存在と
それを補償する制度を従来以上に繰り返し
強調している。3)スパルタキアードの別の側
面：スパルタキアードが、スポーツに才能の
ある若者のリハーサルとして重要な役割を
果たしたことは周知のことであるが、Schur
はそれがタレント発見のためのみにあった
のではなく、多くの青少年の参加と熱狂があ
り、住民の協力があったこと、ビリアードな
どオリンピック種目でない種目も参加者の
提案で競技として行われた所もあったこと
などを述べている。このような別の側面につ
いては、Seifert も述べているが、Seifert
はこのような状況も少数の幹部の考えによ
って、沢山の参加者数より記録が重視される
ように変化していったとも述べており、今後
とも検討が必要であろう。          
③党のスポーツへの干渉とスポーツ組織の
諸問題：1)スポーツの政治的利用：Recknagel

などは従来の著作と同様に党によるスポー
ツの政治的利用を厳しく批判している。2)ス
ポーツ組織のヒエラルヒー：長きにわたって
ドイツトゥルネン・スポーツ連合会長の職に
あり、党指導部とも結びついていた Ewald の
権力と行為に対しては、従来の著作と同様、
RecknagelやAmplerなども厳しく批判してい
る。3)ドイツトゥルネン・スポーツ連合
(Deutscher Turn- und Sportbund、以下、DTSB
と表記)の問題：従来の著作では DTSB の自立
性のなさ、幹部会の形骸化などがその問題と
して述べられている。DTSB の幹部でもあった
Schur は、県の比較をする際、会員数などが
無意味に操作されていたこと（上への報告を
気にしていた）などを DTSB の問題としてあ
げる一方で、DTSB がドーピング薬剤を配分し
た犯罪的組織として烙印を押されることに
反対し、DTSB で働く人々は東ドイツスポーツ
の名声の基礎を築くことに貢献したと述べ
ている。 
④ソビエトとの関係：1)模倣と相違：従来の
著作には、ソビエトスポーツシステムの模倣
は、他の社会主義国家より少なかったという
叙述もあるが、Schur の書からは、ソビエト
スポーツシステムを模倣したと考えられる
東ドイツ初期段階の様子が窺える。2)ライバ
ルとの交流：東ドイツの競技力向上によって、
ソビエトと東ドイツはライバル関係ともな
ったが、Ampler の書では、そのような状況の
もとでも両国が共に練習したことや、情報・
経験を交換しあったことなどが述べられて
いる。 
⑤スポーツと外交：1)西側の妨害：従来の著
作では、東ドイツは国家的承認が拡大するま
で、スポーツ界においても承認されず、西側
から多くの妨害を受け、それが東ドイツ国民
を悲しませたと述べられている。Schur や
Recknagel なども自らの体験からこのことに
数多く言及している（Recknagel の表彰時に
おける西ドイツ国家の演奏、西ドイツによる
アメリカ行きビザの発行拒否、アメリカによ
る東ドイツのトレーナーやジャーナリスト
の入国拒否など）。 
⑥ドーピング：1)ドーピングの実態：2000 年
のドイツにおけるドーピング訴訟を描写し
つつ、Geipel は、東ドイツの若い女性アスリ
ート達（水泳選手、陸上選手）が何時何処で
医学的説明なく薬剤を渡され、その後どのよ
うな後遺症に苦しんだのかを詳細に明らか
にし、Ewald や Höppner(スポーツ医師)など
指導部の責任を指摘している（ドーピングに
よる未成年選手の身体障害に対する幇助罪、
Ewald は 22 ヵ月、Höppner は 18 ヵ月の執行
猶予）。2)ドーピング批判への反論：一方、
Schur は、東ドイツ後期おけるドーピング薬
剤の存在を認めつつも、無意識の服用やトレ
ーニング段階における補助としての薬剤（支



 

 

援的薬剤）使用の例を述べ、それがドーピン
グかどうかの判断は難しいと曖昧な叙述を
している。Huhn は、支援的薬剤の使用を認め
つつも、ドーピング訴訟以後も、ガウク機関
に集められたシュタージ文書の信憑性など
を理由に、上からの指示による国家ぐるみの
ドーピングという批判に反論している。 
⑦シュタージとスポーツ：1)早期からの監
視：Ampler や Recknagel の書は、東ドイツに
おいてトップ・スポーツ選手が早い時期から
シュタージに監視されていたことを窺わせ
る。2)Ewald とシュタージ：Ampler は自らの
体験から、スポーツ界のトップにいた Ewald
とシュタージとのかかわりを仄めかしてい
る（Ewald 自身は、シュタージによる秘密裏
の徹底した監視を壁崩壊まで十分には知ら
なかったと述べている）。 
⑧ステートアマとプロ：1)国家がスポンサ
ー：Recknagel は自分がセミプロで純粋なア
マチュアではなく、国家がスポンサーであっ
たと述べるとともに、現代のスキージャンパ
ーの不安（観衆、ジャーナリスト、スポーツ
幹部、政治家をもはや満足させることができ
ないのではないかという不安、スポーツ後の
人生への不安、スポンサーによる束縛）、現
代のスポーツの問題（メディアとスポンサー
の大きな影響力等）にも触れ、現代の著名な
ジャンパーである Hannawald や Schmitt の表
情を見るとき私は喜びを見ないと述べてい
る。そして、Recknagel は、国がスポンサー
ということに戻る方が望ましいのではない
かとその考えを述べている。2)報酬制度の形
成と西側プロへの関心：Recknagel の書は
1960 年以前に東ドイツにおいて報酬制度が
あったことを窺わせる。一方、Ampler は東ド
イツの自転車選手に早い時期から西側プロ
への関心があったことを従来よりも詳しく
述べている。 
⑨メディアとスポーツ：1)スポーツ幹部によ
るメディアの利用：他の社会主義国家と同様、
秘密主義という覆いのもと、東ドイツのジャ
ーナリストが抑圧されていたことなどは従
来から指摘されているが、Recknagel の書か
らは、スポーツ幹部がメディアを利用して、
社会的影響力のあるスター選手の動きを抑
えようとしていたことなどが窺える。 
⑩ドイツスポーツの歴史的連続性：1)スキー
競技の歴史的連続性：Recknagel の書では、
17 人のオリンピック選手を輩出した
Recknagel の故郷ハーゼンタールについて、
その歴史、地勢、古くからのノルウェーとの
スキーを通じた特別な関係、そこで暮らす
人々などが述べられている。これらからは、
東ドイツスポーツと第二次世界大戦以前の
ドイツスポーツとの歴史的連続性が窺える。 
⑪DHfK：1)DHfK の実態：東ドイツはスポーツ
科学においても世界で注目を集めた。

Rogalski は今まであまり語られることのな
かった東ドイツスポーツ科学の拠点 DHfK の
実態及び変容について、初期の様子、教育と
研究、1970 年代の中央の諸決定（競技力向上
の重視）の影響、他機関との密接な協力、継
続教育などを自らの長い経験に基づいて述
べている。また、Rogalski は、同書おいて、
DHfK が優れた能力を持ち、諸外国のスポーツ
にも寄与してきたにもかかわらず、統合後偽
りが広められ、政治性のみで解体されたこと
を問題視している。 
⑫国家崩壊とスポーツ：1)国家崩壊の影響：
以前の著作と異なり、これらの著作では東ド
イツの国家崩壊による個人への影響（失業、
妬みなど）、東ドイツスポーツへの影響（競
技スポーツや大衆スポーツの低下、組織の解
体など）などについて多くのことが叙述され
ている。2)東ドイツスポーツ史の書き換え：
ドイツ統合後に書かれた東ドイツスポーツ
史にかかわる誤った叙述や作為的内容、旧東
ドイツスポーツ関係者による著作を無視す
るようなドイツの状況などについて、７人の
うち５人の著者（Huhn、Schur、Hettrich、
Rogalski、Recknagel）は厳しく批判してい
る。3)東ドイツスポーツに対する批判への反
論：Schur は、東ドイツスポーツのポジティ
ブな側面として、ボランティア活動、ボラン
ティアを補償する制度、後継者育成の卓越し
た経験などを従来の著作以上に強調すると
ともに、東ドイツスポーツの一面的理解や全
否定に対し、従来以上に強く繰り返し反論し
ている。このような批判への反論は他の多く
の著作にもみられる。 
3.まとめ 
2001－2007 年に旧東ドイツスポーツ関係

者によって出された自叙伝的著作の中で多
く述べられていることは、上述のように、競
技スポーツ、大衆スポーツ、党のスポーツへ
の干渉とスポーツ組織の諸問題、ソビエトと
の関係、スポーツと外交、ドーピング、シュ
タージとスポーツ、ステートアマとプロ、メ
ディアとスポーツ、ドイツスポーツの歴史的
連続性、DHfK、国家崩壊とスポーツに関する
ことであった。1998 年以前の著作と比較する
と類似は多いが、これらの著作における自転
車競技、スキージャンプ競技、スポーツ科学、
統合後の東ドイツスポーツの状況などに関
する叙述の多さが相異である。 
冷戦時代を生きた著者達による東ドイツ

の社会やスポーツに関する個人的見解は、東
ドイツ時代には語られることのなかったも
のが多く、貴重と言える。例えば、東ドイツ
の競技スポーツと大衆スポーツ両面におい
て BSGが重要な役割を担っていることがこれ
らの著作から窺えるが、従来このような側面
からの BSG に関する研究は少なく、今後究明
して行く必要があると思われる。ただ、先に



 

 

述べたヨットの例などの叙述については、今
後とも慎重に読み進めることが必要であろ
う。このことは自叙伝的著作を研究する際の
難しさと言える。 

また、1998 年以前の著作と比較すると、こ
の時期の著作では、ドーピングやシュタージ
など東ドイツスポーツのネガティブな側面
への言及は少ないことが特徴と言える
（Geipel の著作を除く）。Huhn の２冊の著作
（1990 年と 2007 年）にこのような差異が端
的にみてとれることについて、Huhn 自身は、
「変革後しばらくは何が起こるかわからな
かった。東ドイツスポーツに対する不当な扱
いが明らかになったとき、戦うことにした」
と語った（2010 年 11 月のインタビュー）。統
合後のドイツの社会状況（東西の経済的格差
など）、統合後も続く東ドイツ（ナチズムは
その根を東ドイツ持つといった声など）、東
ドイツ市民（ドイツ連邦議会議員選挙時に東
ドイツ人民議会議員であったという理由で
なされた Schurに対する立候補反対キャンペ
ーンなど）などもこのような傾向に反映して
いるように思われる。 

以上のように、これら旧東ドイツスポーツ
関係者の言説は、社会主義国家であった東ド
イツの社会やスポーツを理解するための
様々な手がかりを我々に与えてくれるもの
と言える。科研費補助金による本研究の成果
としては以下のものを公にした。研究期間中
にドイツ再統一 20 年を迎えたことにより、
それらの発表は多くの注目を浴びた。今回は、
ドイツ再統一後も東ドイツや東ドイツスポ
ーツを擁護する立場にある関係者２名にし
かインタビューを行うことができなかった。
今後はより多くの関係者、そして、違う立場
の関係者へのインタビューも必要と考えて
いる。 
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